
 

第３５号議案 品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の

整備に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

１．改正に至る経緯および理由 

 大森駅水神口区営自転車等駐車場において、地下機械式駐輪場の利用率が低

い一方で、当日利用の利用率が高いという不均衡が生じており、当日利用が利

用しにくい状況が生じている。ついては、当日利用から定期利用への移行を促

し、地下機械式駐輪場の有効活用や利用率の向上を図るとともに、買い物等の

短時間利用者を含む当日利用者が利用しやすい環境を醸成し、自転車利用者の

満足度向上を図るべく、地下機械式駐輪場の定期利用に係る使用料を月額

2,500 円から 2,000 円に減額改定する。 

 本減額改定に伴い、区営自転車等駐車場における自転車の定期利用に係る使

用料の最高額が変更されるため、条例で定める当該使用料の上限額を改正する。 

 

２．改正内容 

別表 4（第 20 条関係）で規定する区営自転車等駐車場における自転車の定

期利用に係る使用料の上限額を以下のとおり変更する。 

利用区分 金額（条例改正前） 金額（条例改正後） 

定期利用 自転車 2,500 円／月 2,300 円／月 

   

 ※自転車の定期利用に係る使用料                最高額             

利用区分 金額（料金改定前） 金額（料金改定後） 

定期利用 自転車 

機械式 2,500 円／月 2,000 円／月 

屋根付き 2,300 円／月 2,300 円／月 

屋根無し 2,000 円／月 2,000 円／月 

 

３．新旧対照表   別紙のとおり 

 

４．施行期日   令和８年１０月１日 

 

 

 

 

建 設 委 員 会 資 料 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日 
防災まちづくり部地域交通政策課 

  



 

５．施設位置    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品川区南大井六丁目 15 番先 

場内案内例     大森駅地下機械式駐輪場 
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新旧対照表 
新 旧 

品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例 

平成 13年 3月 30 日 

条例第 32号 

（第１条から第１９条の２まで省略） 

（使用料の納付） 

第 20 条 第 19 条第１項の承認を受けた者（以下「駐車場利用者」という。）

は、区長が定める期日までに、別表第４に定める額の範囲内において規則で

定める額の使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の理由があると認めるときは、使

用料を減額し、または免除することができる。 

３ 既納の使用料は、返還しない。ただし、区長は、特別の理由があると認め

るときは、その全部または一部を返還することができる。 

（第２１条から第４１条まで省略） 

（別表第１から別表第３まで省略） 

別表第 4（第 20条関係） 

利用区分 金額 

定期利用 
自転車 2,300円 

原動機付自転車・自動二輪車 3,500円 

当日利用 
自転車 150円 

原動機付自転車・自動二輪車 250円 

付 則 

１ この規則は、令和８年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第４の規定は、この条例の施行の日以後の区営自転車等駐車

場の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料について

は、なお従前の例による。 
 

品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例 

平成 13年 3月 30 日 

条例第 32号 

（第１条から第１９条の２まで省略） 

（使用料の納付） 

第 20 条 第 19 条第１項の承認を受けた者（以下「駐車場利用者」という。）

は、区長が定める期日までに、別表第４に定める額の範囲内において規則で

定める額の使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の理由があると認めるときは、使

用料を減額し、または免除することができる。 

３ 既納の使用料は、返還しない。ただし、区長は、特別の理由があると認め

るときは、その全部または一部を返還することができる。 

（第２１条から第４１条まで省略） 

（別表第１から別表第３まで省略） 

別表第 4（第 20条関係） 

利用区分 金額 

定期利用 
自転車 2,500円 

原動機付自転車・自動二輪車 3,500円 

当日利用 
自転車 150円 

原動機付自転車・自動二輪車 250円 
 

 


